
平成   年 月  日

住　　　　所  　　　　

商号又は名称　

代表者職氏名　　

送 付 担 当 者

電  話  番  号

件　名　　（２７）家屋調査業務

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

（27）家屋調査業務委託共通仕様書　第3節第3条（1）にフイルムは、35ｍを
使用し、　とありますが、デジタルカメラの改ざん防止メディアを使用すること
は可能でしょうか？

改ざん防止メディアを使用していただくことで、デジタルカメラの使用を認め
ております。

2

（27）家屋調査業務委託共通仕様書　第2節第7条　その他（影響ライン外に
家屋がある場合）は、外部調査の対象とする。　この外部調査には、建物の
外壁調査も含むものでしょうか？

建物自体の壁を含んでおりません。

3

4

5

6

質　疑　・　回　答　書
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